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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
独
立
行
政
法
人
沖
縄
科
学
技
術
研
究
基
盤
整
備
機
構
理
事
長
に
よ
る
公
費
で
の
世
界
周

遊
の
是
非
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

内
閣
府
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
。
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
府
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
が
行
っ
た
独
立
行
政
法
人
沖
縄
科
学
技
術
研
究
基
盤
整
備
機
構

（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
の
評
価
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
機
構
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
指
示
し
た
中
期
目
標
の
達
成
等
に
向
け
て
着
実
に
業
務
を
行

っ
て
き
て
お
り
、
シ
ド
ニ
ー
・
ブ
レ
ナ
ー
理
事
長
（
以
下
「
ブ
レ
ナ
ー
理
事
長
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
業
務
運
営
に
当
た

っ
て
指
導
力
を
発
揮
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

内
閣
府
は
、
機
構
に
対
し
、
独
立
行
政
法
人
沖
縄
科
学
技
術
研
究
基
盤
整
備
機
構
運
営
費
交
付
金
（
以
下
「
交
付
金
」
と

い
う
。
）
を
交
付
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
年
度
ご
と
の
決
算
額
は
、
平
成
十
七
年
度
は
約
二
十
六
億
円
、
平
成
十
八
年
度

は
約
四
十
一
億
円
、
平
成
十
九
年
度
は
約
四
十
三
億
円
で
あ
る
。
ま
た
、
年
度
ご
と
の
機
構
の
決
算
に
お
け
る
収
入
総
額
に

一



占
め
る
交
付
金
の
金
額
の
割
合
は
、
平
成
十
七
年
度
は
約
八
割
、
平
成
十
八
年
度
は
約
八
割
、
平
成
十
九
年
度
は
約
七
割
で

あ
る
。

な
お
、
当
該
収
入
総
額
に
は
、
内
閣
府
が
機
構
に
対
し
て
交
付
し
た
独
立
行
政
法
人
沖
縄
科
学
技
術
研
究
基
盤
整
備
機
構

施
設
整
備
費
補
助
金
の
金
額
が
含
ま
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

シ
ド
ニ
ー
・
ブ
レ
ナ
ー
氏
は
、
沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
（
仮
称
）
に
関
す
る
構
想
の
検
討
過
程
に
お
い
て
主
要
な
役

割
を
担
っ
て
い
た
者
で
あ
り
、
機
構
が
行
う
事
務
及
び
事
業
に
つ
い
て
、
高
度
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
十
七
年
八
月
、
通
則
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
よ
り
機
構
の
理

事
長
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
指
名
さ
れ
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
年
九
月
の
機
構
の
成
立
の
時
に
お
い
て
理
事
長

に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
た
。

四
か
ら
六
ま
で
及
び
十
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
航
空
券
七
枚
」
が
何
を
指
す
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
機
構
に
よ
る
と
、
平
成
十
八
年
度
及
び

平
成
十
九
年
度
に
機
構
が
支
出
し
た
ブ
レ
ナ
ー
理
事
長
の
旅
費
に
つ
い
て
、
機
構
の
業
務
に
必
要
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
た

二



も
の
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
支
出
が
な
さ
れ
た
と
は
承
知
し
て
い
な
い
。

八
及
び
九
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
十
二
月
十
二
日
の
衆
議
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
い
て
原
田
正
司
内
閣
府
沖
縄
振

興
局
長
（
当
時
）
が
答
弁
し
て
い
る
と
お
り
、
内
閣
府
と
し
て
は
、
ブ
レ
ナ
ー
理
事
長
は
、
海
外
滞
在
中
に
お
い
て
も
、
海

外
の
研
究
機
関
等
に
勤
務
す
る
研
究
者
の
招
へ
い
や
、
沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
（
仮
称
）
に
関
す
る
構
想
の
周
知
に
よ

る
機
構
の
国
際
的
な
知
名
度
の
向
上
等
の
業
務
に
当
た
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
機
構
の
理
事
長
が
こ
れ
ら
の
国
際
的

な
活
動
を
行
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
ブ
レ
ナ
ー
理
事
長
は
、
滞
在
地
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、

理
事
長
と
し
て
機
構
の
業
務
を
総
理
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
業
務
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、
年
額
千
七
百
六
十
万
円
と
い
う
機
構
の
理
事
長
と
し
て
の
報
酬
額
は
、
適
切
な

も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

ま
た
、
内
閣
府
に
お
い
て
は
、
機
構
が
定
め
た
機
構
の
理
事
長
の
報
酬
の
支
給
基
準
に
つ
い
て
、
通
則
法
第
五
十
三
条
第

三



二
項
の
規
定
に
基
づ
く
内
閣
府
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
か
ら
の
意
見
の
申
出
は
な
か
っ
た
こ
と
を
機
構
に
対
し
て
伝
え

て
い
る
。

四


